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 本日、横浜市と一般社団法人 AZ-COM 丸和・支援ネットワークは、災害応急対策及び災害

復旧対策を円滑に実施するため、「災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定」を締

結しました。 

 

１．趣旨 

 大規模災害発災時には、非被災地からのサポートが重要です。このたび、一般社団法人

AZ-COM 丸和・支援ネットワークの広域物流網を活用した非被災地からの輸送支援、車両

提供、荷役作業等の人的支援など、多岐にわたり協力いただけるよう、「災害時における

物資の輸送・荷役等に関する協定」を締結する運びとなりました。 

※一般社団法人 AZ-COM 丸和・支援ネットワークは、株式会社丸和運輸機関が中心となっ

て中小の物流会社を支援するシステムとして設立された全国に広がる会員組織であり、

運送会社の地位向上、社会貢献活動の実施を目的としています。 

 

２．協定締結日 

  令和３年３月９日（火） 

 

３．協定の概要 

(１)物資等の輸送力の提供 

(２)荷役作業 

(３)物流機器の提供 

(４)物資拠点の提供及び運営 

 

 

 

４．協定締結式出席者 

  横浜市            高坂 哲也 危機管理監 

AZ-COM 丸和・支援ネットワーク 和佐見 勝 理事長 

   

５．添付資料 

  災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書 

 

〈参考〉 

・AZ-COM 丸和・支援ネットワークは、九都県市では、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、

さいたま市、千葉市と同様の協定を締結しています。 

 

 

お問合せ先 

総務局緊急対策課担当課長 吉川 尚徳 Tel 045-671-3457 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日 
総 務 局 緊 急 対 策 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定を締結しました 



災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

横浜市（以下「甲」という。）と一般社団法人 AZ-COM 丸和・支援ネットワー

ク（以下「乙」 という。）は、災害時における物資の輸送・荷役等に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生

し、又は発生するおそれがある場合において、甲から乙に対して行う物資の輸

送や荷役作業等の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急対

策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 

（支援協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施の

ため、物資の輸送や荷役作業等が必要であると認めるときは、乙に対して支援

協力を要請することができる。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の会員運送事業者と取引先、委託先、加盟店

等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等により乙の会員運送事業者

の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。  

 

（支援協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、物資の輸送や

荷役作業等について速やかに対応するよう努めるものとする。  

２ 甲は、乙の会員運送事業者による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われ

るよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬送車両の円

滑な通行に関する支援その他の必要な支援に努めるものとする。 

 

（支援協力の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。  

（１）物資等の輸送力の提供  

（２）荷役作業  

（３）物流機器の提供  

（４）物資拠点の提供及び運営  

 

２ 乙は、会員運送事業者に対して、物資の輸送・荷役等に関し必要な調整及び

指示を行う。  



３ 乙は、前各項の業務を円滑に実施するため、物資の輸送・荷役等に関する専

門的な知識を有する者（以下「連絡調整員」という。）を甲の下に派遣する。 

              

（要請の方法）   

第５条 甲は、第２条の協力が必要であると判断したときは、乙に対し、別紙１

に定める「物資の輸送・荷役等に関する支援協力要請書」により協力を要請す

るものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、事後に要請

書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、乙が可能と認める範囲におい 

て、当該要請に基づく業務を行うものとする。 

 

（物資の引き渡し） 

第６条 甲は、原則として甲の指定する物資の配達場所において物資を確認の

上、乙の会員運送事業者から当該物資の引渡しを受けるものとする。 

 

（業務報告） 

第７条 乙は、業務終了後、別紙２に定める「物資の輸送・荷役等に関する支援

協力報告書」により、速やかに甲に業務内容を報告する。 

 

（情報の共有） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に

提供し、共有するよう努める。 

 

（経費の負担） 

第９条 この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した経費は、甲が負担する。  

２ 甲が負担する経費は、法令の定めがあるものを除くほか、国土交通省の認可

料金等による、災害直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議の上、

決定するものとする。 

 

（請求及び支払い） 

第１０条 乙は、業務終了後、前条に定める経費について会員運送事業者の輸送

活動実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）等に基づき、遅滞なく、乙に支払うものとする。 

 

 



（事故等） 

第１１条 乙は、本協定に基づく業務の実施に際し、事故等が発生したときは、

甲に対して速やかにその状況を文書により報告し、甲と乙が協議の上、適切な

措置を講じるものとする。ただし、文書をもって報告する時間がない場合には、

口頭により報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（損害補償） 

第１２条 甲は、協定に係る業務に従事した者が、それらの業務に起因して死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、

横浜市震災対策条例（平成 25 年２月横浜市条例第４号）第 36 条第１項の規

定に基づき、補償するものとする。 

 

（第三者への損害賠償責任） 

第１３条 乙は、第３条の規定による業務中に、乙の責に帰する理由により第三 

者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。  

２ 前項に規定する第三者への賠償は、乙と乙の会員事業者が協議の上、決定す

る。  

３ 乙が本協定に基づく業務の実施中に自らの責に帰さない理由により第三者 

に損害を与えた場合は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況等を文書に 

より甲に報告し、その処置は、甲と乙が協議の上、定めるものとする。 

 

（機密の保持） 

第１４条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の処理上知り得た秘密を他人に漏

洩し、又は利用してはならない。業務終了又は協定が解除された後についても

同様とする。 

 

（連絡責任者） 

第１５条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して

互いに通知する。なお、連絡責任者に変更があった場合には相手方に対し直ち

に通知する。 

 

（改正） 

第１６条 本協定の改正は、甲と乙が協議の上、書面をもって行うものとする。 

 

 

 



（協議） 

第１７条 本協定の運用等において新たに必要とされる事項及び本協定に定め

のない事項は、その都度、甲と乙が協議の上、決定するものとする。  

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、

本協定に基づく業務の円滑な運用に努める。 

 

（適用） 

第１８条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和４年３月３１日まで

とする。ただし、期間満了日の３か月前までに、甲又は乙が相手方に対し、更

新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するものと

し、以降もこの例による。 

 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自１通を保有する。  

  

  

令和３年３月９日  

  

  

甲  横浜市中区本町六丁目５０番地の１０  

  

                 横浜市長     林 文子 

  

  

  

乙 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

鉄鋼ビル本館５階 

一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク  

  

                 理 事 長     和 佐 見 勝 

 

 

 

 

 



 

別紙１ 

（第５条関連）  

   年   月   日   

  

物資の輸送・荷役等に関する支援協力要請書 

  

               様 

                     

  

 

「災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定」第５条の規定に基づき、次

のとおり協力を要請します。  

  

 

事項 内容 

調達車両台数  

配車場所  

輸送場所  

輸送物資量・品目  

荷役作業場所  

 

荷役作業量・品目 

 

 

物資拠点の提供及び運営  

物資拠点に搬入・保管する物資の 

品目・数量・保管期間 

 

連絡調整員の派遣場所  

 

その他業務  

 

 

連絡先   

 

備考 

 

 

※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。  



別紙２ 

（第７条関連）  

   年   月   日   

  

物資の輸送・荷役等に関する支援協力報告書 

 

            様 

                  

  

 

「災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定」第７条の規定に基づき、次

のとおり業務内容を報告します。  

  

 
事項 内容 

調達車両台数  

配車場所  

輸送場所  

輸送物資量・品目  

荷役作業場所  

 

荷役作業量・品目 

  

 

物資拠点の提供及び運営  

物資拠点に搬入・保管した物資の 

品目・数量・保管期間 

 

連絡調整員の派遣場所  

 

その他業務  

 

 

連絡先   

 

備考 

 

 

※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。 
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